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大洲市役所広告付き庁舎案内等表示板（デジタルサイネージ） 

設置事業仕様書 

 

１ 目的 

わかりやすい庁舎案内や市政情報、広告等市内関連情報を発信することで、地域の活

性化及び市民サービスの向上と自主財源確保を図るため、広告付き庁舎案内等表示板（デ

ジタルサイネージ）（以下「案内表示板」という。）を設置することを目的とする。 

 

２ 設置場所 

  愛媛県大洲市大洲６９０番地の１ 大洲市役所本庁舎１階ロビー 

  別紙「設置場所位置図」を参照 

 

３ 施設使用形態 

  設置事業者（以下「事業者」という。）は、案内表示板の設置場所として使用する部分 

について、大洲市公有財産規則（平成１７年１月１１日大洲市規則第５５条）の規定に

基づき、行政財産の目的外使用許可（以下「使用許可」という。）を受けて使用する。 

 

４ 事業期間等 

（１）運用開始日 

令和 8年 4月 1日から案内表示板が運用開始できるように設置すること。 

なお、設置工事等の日程については、市と協議すること。 

（２）設置期間 

ア 案内表示板の設置期間は、令和 8年 4月１から令和 9年 3月 31日までとする。た

だし、期間満了の 3 か月前までに、本市及び事業者のいずれかによる書面による更

新拒絶の意思表示がない限り、同一内容及び同一条件をもって、設置期間は 1 年度

毎に自動更新され、その後も同様とする。 

  イ 更新については、令和 13年 3月 31日を超えることができないものとする。 

 

５ 案内表示板の規格及び内容 

（１）規格 

  ア サイズＷ（幅）4,300ｍｍ×Ｈ（高さ）2,100ｍｍ×Ｄ（奥行）700ｍｍ以内 

  イ 表示面は視認しやすい素材、色使いとし、表示内容を容易に更新できる構造とす

ること。 

  ウ ＬＥＤ内照とし、状況に応じて電源の入切及び調光できるものであること。また、

タイマー機能等により自動で電源管理が可能なものであること。 

（２）内容 

  ア 庁舎案内、市内全域図、市役所周辺図、行政情報案内、広告で構成すること。 

  イ 庁舎案内は、部署名をわかりやすく表示したフロア平面案内図とし、文字の大き 

さや配色等ユニバーサルデザインに心掛けること。また、庁舎案内データは市に帰

属し、無償で使用する権利を持つものとするが、そのデータを市に提供すること。 

  ウ 地図は本体内に収まる大きさとし、市内全域を表示する地図、周辺地図により構

成すること。 

  エ それぞれの地図には、公共施設や災害時の避難場所等、市が指定する情報をわか

りやすく表示すること。 

  オ 地図は、国土地理院の地図をベースに作成し、施設情報には、ピクトグラムを取

り入れたユニバーサルデザインを採用すること。 
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  カ 地図掲載内容は事前に打ち合わせを行い、市の要望を反映できるように自社制作

又は製作体制を整えること。 

  キ 行政情報案内（ポスター、会議室利用状況、その他市民への案内等）には、モニ

ター設備を利用すること。出力する情報は市が運用管理可能なＵＳＢメモリー接続

により情報が入力できるものとすること。 

  ク 案内表示部の下部にパンフレットラックを設置すること。 

 

６ 広告 

（１）広告主の広告を表示し、画像・名称・電話番号等について表示すること。 

（２） 広告主が、地図上でどこに位置するのかが分かるように座標番号等で表示すること。 

（３）本体内に収まる大きさで作成し、一枠が極端に大きくならないようにすること。 

（４）広告は、全体面積の概ね３０％以内とすること。 

（５）広告主、広告の内容等については、「大洲市広告事業掲載基準」（以下、（「広告事業 

掲載基準」という。）を遵守するとともに事前に市の審査を受け、その承認を得たもの 

とすること。 

 

７ 協定の締結等について 

（１）本事業の実施に当たり、選定された事業者は市と速やかに協議を行い、設置・運用 

等に係る協定を締結するものとする。 

（２）案内表示板の設置に当たっては、大洲市公有財産規則（平成１７年１月１日大洲市 

規則第５５条）の規定に基づく使用許可を受けること。なお、行政財産の使用につい 

ては、本市が許可物件を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、又は許可 

の条件に違反する行為があると本市が認めるときは、許可の全部もしくは一部を取り 

消し、又は変更することがある。 

 

８ 使用料 

（１）大洲市行政財産の使用料徴収条例（平成２０年３月２８日大洲市条例第２号）に基 

づく使用料を市が指定する期日までに納付すること。 

（２）使用を許可した期間に、１年又は１月未満の端数が生じた場合における使用料は、 

当該使用を許可した日数に応じ日割り計算とする。 

（３）納入された使用料は、原則として返還しない。 

 

９ 経費等の負担 

  事業者は、次の各号に該当する経費等を負担するものとする。 

（１）案内表示板設置・運用に係る電気料金（製品カタログ等により申告する消費電力を 

基に算出し、電気料金を支払うこと） 

（２）案内表示板（庁舎案内、市内全域地図及び周辺地図）の制作、設置及び撤去 

（３）広告主の募集、広告の作成、掲載及び撤去 

（４）案内表示板の破損、汚損や公共施設等の変更及び広告主の変更等に伴う措置 

（５）１年に１回以上、地図情報の更新及び地図の貼り換え 

（６）案内表示板内における庁舎案内表示の変更等に伴う措置 

（７）その他デジタルサイネージの設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用 

（８）協定終了による原状回復 
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10 案内表示板設置にあたっての留意事項 

（１）庁舎の維持管理及び災害時の避難誘導に支障とならない場所及び構造とするよう配 

慮すること。 

（２）案内表示板の転倒、破損等により、庁舎の利用者等に危険を生じさせることがない 

よう留意すること。 

（３）案内表示板の設置及び撤去並びに広告内容の変更に関する作業を行う場合は、事前 

に市と日程を調整すること。 

 

11 広告内容の修正・削除 

  市は、広告主及び広告内容が、広告事業掲載基準及び関連法令に違反しているとき、 

又は、庁舎において掲載するものとしてふさわしくないと判断したときは、事業者に 

対し、広告内容の修正又は削除を求めることができる。この場合、当該変更及修正に 

要する費用は、事業者の負担とし、広告主又は事業者に対して市は賠償の責任を負わ 

ないこととする。 

 

12 著作権等 

（１）事業者は、案内図及び広告の制作に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、

商標権等その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材

料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

（２）本事業による案内表示板に掲載される写真又は画像データ等を、市の事業紹介等、

行政目的のために市が作成若しくは関与する印刷物又は市公式ホームページ等に掲載

する場合、事業者は、その利用を許諾するとともに、広告主からも許諾を得るよう努

めること。ただし、広告主又は第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合は、

この限りではない。 

 

13 事業者の責務 

（１）設備の状態は良好に保つこと。 

（２）案内表示板は、庁舎に負担の少ない方法で固定し、地震等の際の落下や転倒に対す 

る防止策を十分に講じること。なお、万が一事故等が発生した場合は、事業者の責任 

において対応すること。 

（３） 事業者は、広告の内容その他広告に関する事項について一切の責任を負うものとし、 

第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他不 

正の行為をしないこと。 

（４）事業者は、広告の掲載により市又は第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び 

負担において解決すること。 

（５）事業者は、広告事業について市と締結した協定に基づく権利を第三者に譲渡しない 

こと。 

（６）案内図及び広告に関する問い合わせ先を明確に表示すること。 

 

14 その他 

（１）合理的な理由により、案内表示板本体の移動等の必要が生じた場合は、事業者はそ 

の指示に従うこととする。なお、当該指示に従うことにより生じる費用は、事業者の 

負担とする。 

（２）協定締結期間内であっても、庁舎のレイアウト変更等により、やむを得ず案内表示 

板の設置場所を変更する必要があるときは、協議の上、変更可能とすること。 

（３）この仕様書に明記されていない事項については、市と協議の上、決定すること。 
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大洲市役所本庁舎 広告付き庁舎案内等表示板（デジタルサイネージ） 

設置場所位置図 
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